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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第11期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第12期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期

会計期間

自　平成21年
　　８月１日
至　平成21年
　　10月31日

自　平成22年
　　８月１日
至　平成22年
　　10月31日

自　平成21年
　　８月１日
至　平成22年
　　７月31日

売上高 (千円) 458,209 416,1491,956,474

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △56,183 △7,124 57,372

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △50,565 △30,778 29,627

純資産額 (千円) 1,779,9761,779,5641,833,656

総資産額 (千円) 2,167,3202,104,1022,161,955

１株当たり純資産額 (円) 18,244.4318,099.7618,685.70

１株当たり当期純利益
又は１株当たり
四半期純損失(△)

(円) △521.39 △317.36 305.49

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 81.6 83.4 83.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,941 47,026 11,885

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 257,769 70,786 67,386

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 74,608 △8,458 64,224

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,164,8601,094,420989,472

従業員数 (名) 139 142 139

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には消費税等は、含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益について、第11期第１四半期連結累計(会計)期間及び第12期第１四半

期連結累計(会計)期間においては、１株当たり四半期純損失が計上されていることから、また、第11期においては、希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容に重要な変更

はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年10月31日現在

従業員数(名) 142( 7)

(注) １　従業員数は、就業人員です。

２　従業員数の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)です。

３　臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。

 

(2) 提出会社の状況

平成22年10月31日現在

従業員数(名) 55(―)

(注) １　従業員数は、就業人員です。

２　従業員数の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)です。

３　臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、生産に関する該当事項はありません。

 

(2) 受注実績

当社グループは、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しいた

め記載を省略しております。

 

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りです。
 

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

前年同四半期比(％)

サービス開発事業(千円) 54,310 ＋34.2

コンテンツ事業(千円) 224,187 △24.7

システムコンサルティング事業(千円) 137,651 ＋14.9

合計(千円) 416,149 △9.2

(注) １　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間取引については、相殺消去しております。

３　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月

27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日)を適用しております。これによる影響は、実質的に生じないため前年同四半期比較については、前第１四半期連

結会計期間における事業の種類別セグメントと当第１四半期連結会計期間におけるセグメントの値を直接比較する

ことにより算出しております。

４　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りです。

 

相手先

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成21年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社ＮＴＴドコモ 125,694 27.4 96,345 23.2

京セラコミュニケーションシ
ステム株式会社

57,345 12.5 45,964 11.0

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有

価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

 4/31



３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日(平成22年12月10日)現在において当社グループ(当社

及び連結子会社)が判断したものです。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、雇用・所得

環境は依然として厳しく、失業率も高水準にあるなど、引き続き厳しい状況が続いております。

当社グループは、コンテンツ事業において、「発掘！新パワースポット」、「奇跡のメロディ」など、iPhone向

けアプリケーションコンテンツの提供を開始したほか、既存の携帯電話向け有料コンテンツのサービス強化を

行いました。また、サービス開発事業において、スマートフォンを含む携帯電話向けバーコードリーダーほかモ

バイル機器向けソフトウェアのライセンス販売を行ったほか、システムコンサルティング事業において、主に既

存クライアント向けシステムコンサルティング業務による売上を計上しました。その結果、当第１四半期連結会

計期間の売上高は、416,149千円(前年同期比9.2％減)、営業損失は、9,817千円(前年同期は、26,835千円の営業損

失)、経常損失は、7,124千円(前年同期は、56,183千円の経常損失)、四半期純損失は、30,778千円(前年同期は、

50,565千円の四半期純損失)となりました。

セグメント別の概況は以下の通りです。なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に

関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。これによる影響は、実質

的に生じないため前年同期比較については、前第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントと当

第１四半期連結会計期間におけるセグメントの値を直接比較することにより算出しております。

 

(サービス開発事業)

サービス開発事業においては、従来の携帯電話向け組込み型バーコードリーダーのライセンス販売に加え、

Android搭載のスマートフォン向けにもバーコードリーダーを提供し、主要な携帯電話メーカや通信事業者、

情報サービス事業者等に対し、アプリケーションソフトウェアのライセンス販売を行いました。その結果、同

事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は、54,310千円(前年同期比34.2％増)、営業利益は、9,232千円(前

年同期比169.6％増)となりました。
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(コンテンツ事業)

コンテンツ事業においては、「発掘！新パワースポット」、「奇跡のメロディ」など、iPhone向けアプリ

ケーションコンテンツの提供を開始したほか、既存の携帯電話向け有料コンテンツ配信サービスのリニュー

アル等を実施しました。その結果、同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は、224,187千円(前年同期比

24.7％減)、営業利益は、31,007千円(前年同期比21.9％減)となりました。

 

(システムコンサルティング事業)

システムコンサルティング事業においては、主に既存クライアントに対するシステムコンサルティング

サービスを実施しました。その結果、同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は、137,651千円(前年同期

比14.9％増)、営業利益は、24,348千円(前年同期比252.6％増)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

① 資産の部

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、2,104,102千円(前連結会計年度末から57,852千円の減少)

となりました。

このうち、流動資産は、1,565,842千円(前連結会計年度末から147,797千円の減少)となりました。これは、主

として現金及び預金が104,947千円増加した一方で、売掛金が97,943千円減少したこと及び有価証券が

197,133千円減少したことによるものです。

固定資産は、538,260千円(前連結会計年度末から89,944千円の増加)となりました。これは、主として投資有

価証券が78,882千円増加したこと及び敷金が23,191千円増加したことによるものです。

 

② 負債の部

当第１四半期連結会計期間末における負債は、324,537千円(前連結会計年度末から3,761千円の減少)とな

りました。これは、主として買掛金が44,661千円減少した一方で、未払金が26,029千円増加したこと及び新た

に資産除去債務に関する会計基準を適用したことにより資産除去債務が16,777千円増加したことによるもの

です。

 

③ 純資産の部

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、1,779,564千円(前連結会計年度末から54,091千円の減少)

となりました。これは、主として第１四半期純損失を計上したこと及び配当を実施したことにより利益剰余金

が40,476千円減少したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ104,947千円増加し、1,094,420千円

(前連結会計年度末は、989,472千円)となりました。

また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りです。

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、47,026千円の収入(前年同期は、4,941千円の支出)となりました。こ

れは、主として売上債権が97,924千円減少したことによるものです。

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、70,786千円の収入(前年同期は、257,769千円の収入)となりました。

これは、主として有価証券を197,325千円売却したことによるものです。

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、8,458千円の支出(前年同期は、74,608千円の収入)となりました。こ

れは、主として配当金を6,457千円支払ったことによるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間より、サービス開発事業においてスマートフォン展開等の将来に向けた技術開発

を推進すべく、社内の研究開発体制を強化しております。

その結果、当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、7,653千円となり、前年同期の

2,403千円に対し大幅な増加をしております。

また、この他にも通常の営業活動の一環として、製品及びサービスの開発に必要なノウハウを社内に蓄積し、

新規事業開発体制の強化を進めております。

 

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

 7/31



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000

計 300,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年12月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 97,215 97,215
東京証券取引所
(マザーズ)

株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用
しておりません。

計 97,215 97,215 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年12月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

(第３回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成15年12月１日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　 67 (注) ２,４

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　　　201 (注) ４,７

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 36,667 (注) ３,７

新株予約権の行使期間 平成16年11月４日～平成25年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 36,667
資本組入額 18,334 (注) ７

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(第４回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成15年12月１日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　175 (注) ２,４

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　　　525 (注) ４,７

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 36,667 (注) ３,７

新株予約権の行使期間 平成17年11月４日～平成25年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 36,667
資本組入額 18,334 (注) ７

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 

(第５回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成16年３月２日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　 30 (注) ２

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　　　 90 (注) ７

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 89,000 (注) ３,７

新株予約権の行使期間 平成17年11月４日～平成25年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 89,000
資本組入額 44,500 (注) ７

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(第６回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成16年６月16日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　 42 (注) ２,４

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　　　126 (注) ４,７

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり290,667 (注) ３,７

新株予約権の行使期間 平成17年11月４日～平成25年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 290,667
資本組入額 145,334 (注) ７

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 

(第７回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成16年11月12日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　739 (注) １,４

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　 739 (注) ４

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 217,000 (注) ３

新株予約権の行使期間 平成18年11月２日～平成26年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 217,000
資本組入額 108,500

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

11/31



(第８回新株予約権)

 

株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成17年９月20日)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　　　　275 (注) １,４

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　　 275 (注) ４

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 205,000 (注) ３

新株予約権の行使期間 平成18年11月２日～平成26年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 205,000
資本組入額 102,500

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は１株です。ただし、当社が株式の分割又は併合を行う場合、本新株予約

権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとしま

す。

調整後株式数　 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

２　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は３株です。ただし、当社が株式の分割又は併合を行う場合、本新株予約

権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとしま

す。

調整後株式数　 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数はこれを切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正

前商法に定める新株引受権証券に基づく新株引受権の行使により新株式を発行又は自己株式を移転する場合を除

く。)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とします。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 新株式発行前の時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

４　新株予約権の数は、定時株主総会決議における新株予約権の発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者

の新株予約権の数を減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数も減じております。

５　新株予約権の行使の条件は、次の通りです。

(1) 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社

員又は派遣社員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は

派遣社員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとします。ただし、対象者がその地

位を喪失後、引き続き当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地

位を取得した場合には、新株予約権の行使が可能であるものとします。

(2) 新株予約権の質入その他の処分及び相続は認めないものとします。

(3) その他の権利行使の条件等は、「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

６　新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

７　平成16年９月17日をもって株式の分割(１：３)を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発

行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年10月31日 ― 97,215 ― 814,962 ― 948,203

 

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成22年７月31日現在の株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成22年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 233

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 96,982 96,982
株主としての権利内容に制限のな
い標準となる株式

発行済株式総数 97,215 ― ―

総株主の議決権 ― 96,982 ―

 

② 【自己株式等】

平成22年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社メディアシーク

東京都港区麻布台二丁目
３番５号

233 ― 233 0.24

計 ― 233 ― 233 0.24
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成22年
８月

 
９月

 
10月

最高(円) 27,00031,50034,550

最低(円) 21,50020,85021,560

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものです。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)及び前第１四半期連結累計期

間(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連

結会計期間(平成22年８月１日から平成22年10月31日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年８月１日か

ら平成22年10月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年８月１日から

平成21年10月31日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)に係る四

半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年８月１日から平成22年10月31日まで)及び当第１四

半期連結累計期間(平成22年８月１日から平成22年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、優成監査

法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,094,420 989,472

売掛金 388,279 486,223

有価証券 － 197,133

商品 216 228

仕掛品 3,882 5,285

その他のたな卸資産 30,575 －

その他 63,597 50,098

貸倒引当金 △15,128 △14,802

流動資産合計 1,565,842 1,713,639

固定資産

有形固定資産 ※
 35,827

※
 32,792

無形固定資産

のれん 13,123 15,108

その他 15,317 13,199

無形固定資産合計 28,440 28,307

投資その他の資産

投資有価証券 300,001 221,119

その他 200,490 192,597

貸倒引当金 △26,500 △26,500

投資その他の資産合計 473,992 387,216

固定資産合計 538,260 448,315

資産合計 2,104,102 2,161,955

負債の部

流動負債

買掛金 115,691 160,353

1年内返済予定の長期借入金 8,671 8,004

未払法人税等 5,474 3,983

資産除去債務 16,777 －

その他 114,925 90,214

流動負債合計 261,540 262,554

固定負債

長期借入金 62,658 65,326

退職給付引当金 339 418

固定負債合計 62,997 65,744

負債合計 324,537 328,299

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

16/31



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 814,962 814,962

資本剰余金 948,203 948,203

利益剰余金 138,647 179,123

自己株式 △39,678 △39,678

株主資本合計 1,862,134 1,902,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △100,909 △84,890

為替換算調整勘定 △5,872 △5,543

評価・換算差額等合計 △106,782 △90,434

少数株主持分 24,213 21,480

純資産合計 1,779,564 1,833,656

負債純資産合計 2,104,102 2,161,955
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日)

売上高 458,209 416,149

売上原価 352,184 314,902

売上総利益 106,025 101,246

販売費及び一般管理費 ※
 132,860

※
 111,063

営業損失（△） △26,835 △9,817

営業外収益

受取利息 321 394

受取配当金 － 2,782

投資有価証券売却益 527 263

貴金属地金売却益 7,124 －

為替差益 － 4,097

その他 55 276

営業外収益合計 8,029 7,814

営業外費用

支払利息 368 518

複合金融商品評価損 － 4,510

投資有価証券売却損 31,128 －

その他 5,880 92

営業外費用合計 37,377 5,121

経常損失（△） △56,183 △7,124

特別利益

ポイント引当金戻入額 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,005

その他 － 2,907

特別損失合計 － 18,913

税金等調整前四半期純損失（△） △56,170 △26,037

法人税、住民税及び事業税 663 1,062

法人税等調整額 △4,986 743

法人税等合計 △4,323 1,805

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △27,843

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,282 2,934

四半期純損失（△） △50,565 △30,778

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

18/31



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △56,170 △26,037

減価償却費 5,542 5,749

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,005

のれん償却額 2,038 1,984

貸倒引当金の増減額（△は減少） 790 326

ポイント引当金の増減額（△は減少） △12 －

受取利息及び受取配当金 △321 △3,176

支払利息 368 518

投資有価証券売却損益（△は益） 30,600 △263

投資有価証券評価損益（△は益） 1,021 －

複合金融商品評価損益（△は益） 1,907 4,510

貴金属地金売却損益（△は益） △7,124 －

有価証券評価損益（△は益） － △216

為替差損益（△は益） 3,419 3,997

移転費用 － 2,907

売上債権の増減額（△は増加） 27,193 97,924

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,013 △29,160

前渡金の増減額（△は増加） － 575

仕入債務の増減額（△は減少） 19,826 △44,661

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,198 △6,420

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△2,100 1,188

その他の資産の増減額（△は増加） △4,895 △1,214

その他の負債の増減額（△は減少） 28,956 22,714

小計 41,827 47,249

利息及び配当金の受取額 321 4,071

利息の支払額 △368 △458

移転費用の支払額 － △2,907

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △46,721 △927

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,941 47,026
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,609 △2,834

無形固定資産の取得による支出 △5,515 △246

貴金属地金の取得による支出 △352,000 －

貴金属地金の売却による収入 359,124 －

有価証券の売却による収入 － 197,325

投資有価証券の取得による支出 △94,724 △100,000

投資有価証券の売却による収入 358,765 803

敷金及び保証金の差入による支出 △2 △23,263

敷金及び保証金の回収による収入 1,731 2

短期貸付けによる支出 － △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 257,769 70,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △667 △2,001

配当金の支払額 △4,724 △6,457

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,608 △8,458

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,252 △4,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 324,185 104,947

現金及び現金同等物の期首残高 840,674 989,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,164,860

※
 1,094,420
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

 
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

１　会計処理基準に関する

事項の変更

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基

準第18号 平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。

これに伴う、営業損失及び経常損失に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半

期純損失は16,243千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は16,777千円です。

 【表示方法の変更】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

(四半期連結損益計算書)

前第１四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しておりました「複合金融商品評価損」(前第１四

半期連結累計期間1,907千円)については、営業外費用合計の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間よ

り独立科目として掲記しております。

 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。

 

【簡便な会計処理】

 

 
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

１　一般債権の貸倒見積高

の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行なう方法によっております。

３　繰延税金資産及び繰延

税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によってお

ります。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額は、189,443千円です。※　有形固定資産の減価償却累計額は、171,644千円です。

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りです。

給与 30,729千円

貸倒引当金繰入額 5,675千円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りです。

給与 27,582千円

貸倒引当金繰入額 3,496千円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,164,860千円

現金及び現金同等物 1,164,860千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,094,420千円

現金及び現金同等物 1,094,420千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年８月１日　至　平

成22年10月31日)

１　発行済株式の種類及び総数

 

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 97,215

 

２　自己株式の種類及び株式数

 

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 233

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年10月26日
定時株主総会

普通株式 9,698利益剰余金 100平成22年7月31日平成22年10月27日

 

(2) 基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日)

(単位:千円)

 
サービス開
発事業

コンテンツ
事業

システムコ
ンサルティ
ング事業

計
消去又は
全社

連結

売上高       

(1)外部顧客に対する売上
高

40,464 297,893119,851458,209 ― 458,209

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 18,792 18,792(18,792) ―

計 40,464 297,893138,643477,001(18,792)458,209

営業利益又は営業損失(△) 3,424 39,718 6,905 50,048(76,884)△26,835

(注) １　事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品・役務

(1)サービス開発事業・・・・・・・・携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バー

コードリーダー)の企画・開発及びライセンス販売

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス

(3)システムコンサルティング事業・・企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。

 

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、「サービス開発事業」、「コンテンツ事業」及び「システムコンサルティング事業」の

３つを報告セグメントとしております。

「サービス開発事業」は、携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェアの企画・開発及びライ

センス販売を行っております。

「コンテンツ事業」は、携帯電話向け有料コンテンツの配信サービスを行っております。

「システムコンサルティング事業」は、企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービスを行っております。

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

サービス開
発事業

コンテンツ
事業

システムコ
ンサルティ
ング事業

売上高       

(1)外部顧客への売上高 54,310 224,187137,651416,149 ― 416,149

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 12,612 12,612△12,612 ―

計 54,310 224,187150,263428,761△12,612 416,149

セグメント利益又は損失
(△)

9,232 31,007 24,348 64,587△74,404 △9,817

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額は、全社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

す。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

 

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証

券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められま

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

25/31



す。

 

その他有価証券で時価のあるもの

 

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

債券 200,000 89,247 △110,753

その他 230,732 181,275 △49,456

合計 430,732 270,522 △160,209

(注) １　当第１四半期連結会計期間において債券には、組込デリバティブと一体処理した複合金融商品(契約額100,000千円、

時価40,700千円)が含まれており、これに係る評価損4,510千円を四半期連結損益計算書の営業外費用に計上してお

ります。

２　表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額です。

 

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)

複合金融商品の組込デリバティブの時価及び評価損益は、「有価証券関係」に記載しております。

 

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

(賃貸等不動産関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メディアシーク(E05161)

四半期報告書

26/31



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

  

 18,099.76円

  

 18,685.70円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,779,564 1,833,656

普通株式に係る純資産額(千円) 1,755,351 1,812,176

差額の主な内訳(千円)   

少数株主持分 24,213 21,480

普通株式の発行済株式数(株) 97,215 97,215

普通株式の自己株式数(株) 233 233

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

96,982 96,982

 

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日)

１株当たり四半期純損失 521.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円

１株当たり四半期純損失 317.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円

(注) １　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間においては、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日)

四半期連結損益計算書上の
四半期純損失(千円)

50,565 30,778

普通株式に係る四半期純損失(千円) 50,565 30,778

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

期中平均株式数(株) 96,982 96,982

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に含まれなかった潜在株式について
前連結会計年度末から重要な変動があ
る場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成21年12月７日

 

株式会社メディアシーク

取    締    役    会      御中

 

優    成    監    査    法    人

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　加   藤    善   孝　　(印)

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　小   松    亮   一　　(印)

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メ

ディアシークの平成21年８月１日から平成22年７月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21年

８月１日から平成21年10月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年８月１日から平成21年10月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディアシーク及び連結子会社の平成21年10月31

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成22年12月７日

 

株式会社メディアシーク

取    締    役    会      御中

 

優    成    監    査    法    人

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　須   永    真   樹　　(印)

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　小   松    亮   一　　(印)

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メ

ディアシークの平成22年８月１日から平成23年７月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成22年

８月１日から平成22年10月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年８月１日から平成22年10月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディアシーク及び連結子会社の平成22年10月31

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半

期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用

している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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